
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１２６１３

基盤研究(B)

2014～2012

独禁法審判決の事例分析

Economic Impact of the Antimonopoly Law: Case Studies in Recent Court and Tribunal 
Decisions

３０２２４０３３研究者番号：

岡田　羊祐（OKADA, Yosuke）

一橋大学・大学院経済学研究科・教授

研究期間：

２４３３００８４

平成 年 月 日現在２７   ６ １３

円    13,100,000

研究成果の概要（和文）：本研究は、独禁法違反事件に係る審判決を素材として、日本の判例法的展開を、経済学の一
分野である産業組織論の視点から分析・評価したものである。日本では、米国・EUと比較して、独禁法の判例研究が経
済分析を刺激するプロセスが十分に機能してこなかった。そのため、経済合理性の視点からみて特異な判断が採用され
てきたこともあった。この空隙を埋めるべく、経済学者と法学者が共同して独禁法の審判決の違法性判断基準を理論的
・実証的に分析した。その結果、近年、日本の独禁法審判決は、一部の行為類型、特にカルテル・談合、企業合併など
の分野において、徐々に経済学的にみて合理的な判断基準が採用されつつあることが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：This research explores economic impact of the antimonopoly law through the case 
studies of recent court and tribunal decisions. In Japan, collaboration between legal scholars and 
economists, which sharpens the conception and way of thinking regarding enforcement, has not been so 
active as in Europe and the USA. Economic analysis is able to help with clarifying the universality and 
idiosyncrasy of the Japanese antimonopoly law. Hence we try extracting lessons and best practices from 
recent important court and tribunal decisions that have great impact on the case laws in Japan. Our 
research contributes to practitioners by reinterpreting and clarifying legal judgements and formulating 
reasonable code of conducts and guidelines for business people. Especially, it is important to scrutinize 
the validity of empirical evidences that are premises of sound legal judgements. Our research suggests 
that the recent case laws become economically reasonable, especially in collusion and merger.

研究分野： 産業組織論
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１．研究開始当初の背景 
(1)  独禁法の執行並びに競争政策の企画・
立案・評価を行う上での理論的・実証的基礎
を強化するため、欧米諸国では経済学者と法
学者・実務家の共同研究が活発に行われてき
た。一方、日本では、水平的制限、垂直的制
限、企業結合等の多様な行為類型にわたって
独禁法審判決の蓄積が進み始めたのは比較
的最近であるため、判例法的展開を経済学の
視点から体系的・包括的に分析した研究はご
くわずかにとどまっていた。 
 
(2)  独禁法・競争政策は、近年、実務面で
大きな進展が見られ、厳正な独禁法の執行と
国際的調和が強く求められるようになった。
日本の公取委の法執行においても、多様な行
為類型におよぶ違反事件が頻発している。法
的のみならず経済学的見地から審判決事例
を分析して公取委の法執行を評価・分析する
必要性はますます高まっていた。このような
空隙を埋めるべく、経済学者と法学者が共同
して独禁法審判決の研究を行うべきとの問
題意識をもつに至った。 
 
２．研究の目的 
本研究は、独禁法違反事件に係る審判決を

素材として、日本の競争政策の判例法的展開
を、産業組織論の視点から分析・評価するも
のである。日本では、経済学者と法学者・実
務家との共同研究の機会が乏しく、米国・EU
の競争政策と比較して、判例研究が経済分析
を刺激し、それが新たな競争政策の発展に寄
与するというプロセスが十分に機能してこ
なかった。この空隙を埋めるべく、経済学者
と法学者が共同して独禁法審判決事例を研
究することによって、審判決の違法性判断基
準のもつ含意を理論的に分析し、厚生上の帰
結を明らかにすること、また、違法性判断の
前提となる事実認定の妥当性を実証的に検
討すること、の２点を研究目的とする。これ
によって、日本の競争政策の特殊性と普遍性
を明確にすることができる。 
 
３．研究の方法 
経済学者、法学者、弁護士、実務家から構

成される研究会を組織し、本研究の主なメン
バーと実務家・企業関係者による報告を中心
に行う研究会を実施した。並行して、公取
委・競争政策研究センターと連携しつつ、独
禁法審判決を検討する「独禁法審判決研究
会」を開催した。その際、個別事例に関与す
る企業関係者、実務家、法曹関係者へのヒア
リングを行いつつ経済学的観点から興味深
い事例を精選したものを分析対象とした。こ
れらのうち、先例としての価値が高い事件に
関連する文献資料や関連データを用いた独
禁法違反事件の分析事例を集積した。最終年
度に、研究会の成果を取りまとめた研究書を
刊行することを最終目標とした。 
 

４．研究成果 
独禁法に係る個別事例を素材にして、研究

成果をいくつかの行為類型に分類して以下
に記述する。 
 
(1) カルテル・談合の分析 
最高裁判決に至った「多摩談合事件」等の

代表的事件を素材にして、カルテル・談合が
維持または崩壊するメカニズムの解明を行
った。具体的には、①補償金（サイドペイメ
ント）、②市場分割、③ビッド・ローテーシ
ョンの３つである。具体的事件の多くは、上
記①～③のメカニズムが相補的に機能して
いるケースが多く、そのバランスが崩れるこ
とによって、アウトサイダーを交えた「叩き
合い」によって合意が崩壊するケースがみら
れる。また、当局によるカルテル・談合の認
定期間と、実証的観点から見たカルテル・談
合の維持期間とは必ずしも一致しない。さら
に、入札談合事件における落札率と「競争の
実質的制限」、「一定の取引分野」との関係に
ついても、整合的な関係を見出すことはでき
なかった。おそらく、多くの事件では、地元
業者等を優遇する地域要件などの特殊事情
が絡んでおり、このようなケースにおける高
い落札率が、被審人となった事業者の落札率
と識別しがたい事情がその背景にあったも
のと推察される。 
 
(2) 企業結合事例の分析 
 新日鉄・住友金属の合併など、国内大企業
同士の大型合併、あるいは国際的な主要企業
同士の合併事例が増えているなかで、これら
事例における事前審査から第 1 次審査、第 2
次審査へと至る執行プロセスの合理性の検
討を行った。近年の審査の効率化、排除措置
命令の通知までのプロセスは合理化されつ
つあること、市場の画定（一定の取引分野の
認定）も、市場競争の実態をより強く反映す
るものとなってきたことが窺える。例えば、
市場シェアの解釈は、それ自体が市場支配力
を強く推認させるものではないという経済
学的解釈が徐々に当局や実務家の間に浸透
しつつあり、より合理的な判断が行われるよ
うになったものと評価できる。 
 
(3) 単独行為による競争者の排除  
 日本では、競争者排除行為への課徴金制度
が導入されたこと、排除のメカニズムの経済
学的理解が浸透してきたことを背景として、
私的独占事件は選別的に事件化される傾向
にある。分析対象とすべき事例も限られたも
のとなった。具体的には、マージンスクイー
ズによる競争者排除（NTT 東日本事件）、包括
徴収による競争者排除（ジャスラック事件）
などを中心に分析を行った。 
① NTT 東日本事件では、マージンスクイー
ズの枠組みが理論的にみて当該事件を理解
するうえで適切なモデルか否か、あるいは掠
奪的価格設定による競争者排除と見るべき



かといった点が検討された。この種の事例の
解釈は日米欧で判例法的に顕著な差異があ
ることも明らかになった。 
② ジャスラック事件では、著作権管理事業
を二面市場（two-sided market）のプラット
フォーム事業として考察するときの競争・新
規参入のメカニズムを分析した。この事例で
は、既存プラットフォームが包括徴収を用い
ると、新規参入者の収益を引き下げることに
なるメカニズムが明らかとなり、参入が阻止
されることになることが分かった。最高裁判
決（H27 年 4 月）も同趣旨の結論を示唆して
審決やり直しを命じたものと理解できよう。 
 
(4) 研究成果のとりまとめ 
 以上のほかにも多くの審判決事例を検討
してきたが、このうち、研究会のなかで採り
上げた事例の中から以下の①～⑫の事件を
抽出して、その研究成果を取りまとめること
となった。 
①多摩談合事件（入札談合と基本合意） 
②新潟タクシー事件（認可運賃規制とカルテ
ル） 

③新日鉄・住金合併事件（水平合併） 
④BHP ビリトン・リオティント事件（JV 型水
平統合） 

⑤ASML・サイマー統合事件（垂直統合） 
⑥有線ブロードネットワークス事件（低価格
販売） 

⑦NTT 東日本事件（マージンスクイーズによ
る排除） 

⑧ジャスラック事件（包括徴収による排除） 
⑨DeNA 事件・大山農協事件（プラットフォー
ムにおける排除） 

⑩ハマナカ事件（再販売価格の拘束） 
⑪日本トイザらス事件（優越的地位の濫用） 
⑫セブンイレブン事件（フランチャイズ契約
における力の濫用） 

この成果物は東京大学出版会より平成 27 年
度中に刊行される予定であり、出版の準備を
鋭意進めているところである。 
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